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Ⅰ 調査（測量）・設計委託積算基準 

 

第１ 適用範囲 

この基準は、環境森林部において保安林整備事業に係る調査（測量）、設計等（以下「調査（測

量）等」という。）を委託又は請負（以下「外注」という。）により実施している業務に適用す

る。 

 

第２ 外注する業務の内容等 

保安林整備事業に係る調査（測量）等を外注する場合、その内容を調査（測量）業務及び設計

業務に区分し、その内容は以下のとおりとする。 
 
１調査（測量）

業務 
（１） 森林調査 

樹高、胸高直径、伐採率及び伐採木の選定等を発注者が指示して行う

調査並びにこれらの成果に基づく調査書の作成 

 
（２）測量 

起点、終点、通過点、構造物の位置、高さ及び規模を発注者が指示し

て行う測量並びにこれらの成果に基づく図化 

 

（３）その他（１）及び（２）に掲げる業務と同程度のもの 
２設計業務 （１）治山施設等の設計 

（２）設計に基づく積算資料の作成 

（３）その他（１）及び（２）に掲げる業務と同程度以上のもの 

 
第３ 調査（測量）業務費の積算基準 

 第２の１の調査（測量）業務を外注する場合には、次の基準により積算を行うものとする。 

 

３－１ 測量業務費 

３－１－１測量業務費の構成 

 
直接人件費（労務費（図工）除く。） 
材料費 
機械経費 

直接測量費         旅費交通費 
              基地関係費 

直接経費   安全費 
                                       電子成果品作成費 

測量業務価格  測量作業費                 その他 
 
  測量業務費                                

間接測量費 
                       諸経費 

                        一般管理費等 
消費税相当額 
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３－１－２ 測量業務費構成費目の内訳 

１ 測量作業費 
    測量作業費は、測量作業に要する費用で、直接測量費、間接測量費及び一般管理費等で構成す 

る。 
 

（１）直接測量費 
     直接測量費は、測量作業を実施するために直接必要な費用で、直接人件費、材料費、機械経

費、直接経費及び技術管理費で構成する。 
 

①  直接人件費 
     業務に従事する技術者の人件費であり、労務費（図工及び上廻り員）を含まない。 
 

②  材料費 
     材料費は、測量の実施に必要な杭、用紙その他材料に要する経費である。 
 

③  機械経費 
     機械経費は、業務に使用する機械に要する経費である。その算定は、積算によるものを除き、

国土地理院が定める測量機械等損料算定表による。 
 

④  直接経費 
ア 旅費交通費 

旅費交通費は、測量作業及び打合せを実施するために必要な宿泊及び移動に要する費用であ

り、森林土木事業調査・測量・設計基準書（令和４年１０月）の第１部５旅費交通費により積

算するものとする。 
イ 基地関係費 

     基地関係費は、業務を実施するための基地設置又は使用に要する費用である。 
ウ 安全費 

     安全費は、測量作業において必要な安全対策に要する費用で、交通整理等に要する費用及び

その他の安全対策に要する費用である。 
    エ 電子成果品作成費 

電子成果品作成費は、電子成果品作成に要する費用である。 
オ 労務費 

     図工及び上廻り員に要する費用を計上する。 
カ その他 

     器材運搬、伐木補償、印刷製本及び車借上料等に要する費用を計上する。 
 
（２）間接測量費 

間接測量費は、動力用水光熱費、その他の費用で、直接測量費で積算された以外の費用及び登

記記録調査（登記手数料は含まない。）、図面トレース等の専門業に外注する場合に必要となる間

接的な経費、業務実績の登録等に要する費用である。 
    なお、間接測量費は、一般管理費等を合わせて、諸経費として計上する。 
 
（３）一般管理費等 

    一般管理費等は、一般管理費と付加利益を区分し、その内容は次のとおりとする。 
 

① 一般管理費 
一般管理費は、当該業務を実施する企業の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、

法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄
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付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。 
 

② 付加利益 
付加利益は、当該業務を実施する企業を継続的に運営するに要する費用であって、法人税、地

方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用等を含む。 
 
２ 消費税相当額 

   消費税相当額は、消費税相当分とする。 
 
３－２ 測量業務費の積算方式 

３－２－１ 測量業務費 

   測量業務費は、次の積算方式によって積算するものとする。 
       測量業務費＝（測量作業費）＋（消費税相当額） 
            ＝（測量作業費）×｛１＋（消費税率）｝ 
 

１ 測量作業費 
   測量作業費 ＝（直接測量費）＋（間接測量費）＋（一般管理費等） 
         ＝（直接測量費）＋（諸経費） 
         ＝（直接測量費）×｛１＋（諸経費率）｝ 

 
２ 諸経費 

測量作業に係る諸経費は、表１により直接測量費（成果検定費を除く）毎に求められた諸経費

率を、当該直接測量費（成果検定費を除く）に乗じて得た額とする。 
 

  表１ 諸経費率標準値 

直 接 測 量 費 
（成果検定費を除く） 50 万円以下 50 万円を超え１億円以下 １億円を超える

もの 

適用区分等 下記の率とする 

(注)１の算出式により求められた率

とする。ただし、変数値は下記によ

る。 下記の率とする 

A ｂ 
率又は変数値 91.2% 371.23 －0.107 51.7% 

(注)１．算出式 
     ｚ＝ A × Xb 

     ただし、 ｚ ：諸経費率（単位：％） 
           X ：直接測量費（単位：円）［成果検定費を除く。］ 
          A、ｂ：変数値 
   ２．諸経費率の値は、小数点以下２位を四捨五入して小数点以下１位止めとする。 
 
３－２－２ 電子成果品作成費 

   測量作業費における電子成果品の作成費用は、次の式により算出するが、１万円を標準とする。 
ただし、これにより難い場合は、別途計上する。 
 
電子成果品作成費（千円）＝２．３Ｘ０．４４ 
ただし、Ｘ：直接人件費（千円） 
（注）１．電子成果品作成費の上下限については、上限：１７０千円、下限：１０千円とする。 

２．上式の電子成果品作成費の算出にあたっては、直接人件費を千円単位（小数点以下

切り捨て）で代入する。 
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３．算出された電子成果品作成費（千円）は、千円未満を切り捨てる（小数点以下切り

捨て）ものとする。 
４．Ｘ（直接人件費）については、打合せに係る直接人件費を含む。 

 
３－３ 適用に当たっての留意事項 

 １ この歩掛は、標準的な歩掛を示したものであり、目的とする測量内容がこの歩掛にそぐわないと

き、又はこの歩掛に計上されていないものについては、他の類似の歩掛、市場価格等を勘案し、適

正な歩掛を用いて積算することができる。 
２ 外業にかかる業務について、自動車下車地点から測量現場までの徒歩区間が 30 分を超えて１時

間未満の場合は、外業にかかる歩掛を 10％（更に 30 分増すごとに 10％）増すことができるものと

する。 
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第４ 設計業務費の積算基準 

 第２の２の設計業務を外注する場合には、次の基準により積算を行うものとする。 

 

４－１ 業務委託料 

４－１－１ 設計業務の構成 

直接人件費（労務費（普通作業員、製図工 
                                 及び図工）を除く。） 

直接原価 
旅費交通費 

業務原価         直接経費 
業務成果品費（電子成果品作 
成費） 

業務価格 
電子計算機使用料及び 

業務委託料                                    機械器具損料 
     

特許使用料 
 

その他 
その他原価 

間接原価 
 

一般管理費等 
 

消費税相当額 
 
４－１－２ 業務委託料構成費目の内容 
１ 直接原価 
（１）直接人件費 

直接人件費は、業務に従事する者の人件費とする。 
 

（２）直接経費（積上計上分） 
直接経費は、業務処理に必要な経費とする。 
直接経費（積上計上分）は、次に示すものとする。 

① 旅費交通費 
② 電子成果品作成費 
③ 電子計算機使用料及び機械器具損料 
④ 特許使用料 

    ⑤ 労務費（普通作業員、製図工及び図工） 等 
 

（３）直接経費（積上計上するものを除く） 
直積経費（積上計上分）以外の直接経費とする。 
なお、特殊な技術計算、図面作成等の専門業に外注する場合に必要となる経費業務実績の登

録等に要する費用を含む。 
 

２ 間接原価 
当該業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚生費、水道光熱費等の経費とする。 
※その他原価は直接経費（積上計上するものを除く）及び間接原価からなる。 
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３ 一般管理費等 
 業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち直接原価、間接原価以外の経費。

一般管理費等は一般管理費と付加利益に区分し、その内容は次のとおりとする。 
（１）一般管理費 

一般管理費は、建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、

従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱

費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。 
 

（２）付加利益 
付加利益は、当該業務を実施する建設コンサルタント等を、継続的に運営するのに要する費

用であって、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支払い利息及び割引料、

支払保証料その他の営業外費用等を含む。 
 
４－２ 業務委託料の積算 

１ 建設コンサルタントに委託する場合 
（１）業務委託料の積算方式 

業務委託料は、次の方式により積算する。 
 

業務委託料＝（業務価格）＋（消費税相当額） 
  ＝〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝ 
    ＋（一般管理費等）〕×｛１＋（消費税率）｝ 

 
（２）各構成要素の算定 

① 直接人件費 
設計業務等に従事する技術者の人件費とする。 

 
   ② 直接経費 

直接経費は、４－１－２の１（２）の各項目について、必要額を積算するものとし、旅費に

ついては、森林土木事業調査・測量・設計基準書（令和４年１０月）の第１部５旅費交通費に

より積算するものとする。 
 

③ その他原価 
４－１－２の１（２）の各項目以外の必要額については、その他原価として計上する。 
その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。 
（その他原価）＝（直接人件費）×α／（１－α） 
ただし、αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であ

り、35％とする。 
 

④ 一般管理費等 
一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。 
（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β） 
ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35％とする。 

 
⑤ 消費税相当額 

消費税相当額は、業務価格に消費税の税率を乗じて得た額とする。 
消費税相当額＝〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝ 

＋（一般管理費等）〕×（消費税率） 
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２ 個人（建設コンサルタント以外の個人をいう）に委託する場合（諸謝金による場合を除く。） 
「１建設コンサルタントに委託する場合」と同一の方法により積算するものとする。ただし、そ

の他原価、一般管理費等については算入しないものとする。 
  

４－３ 適用に当たっての留意事項 

１ この歩掛は、標準的な歩掛を示したものであり、目的とする設計内容がこの歩掛にそぐわないと

き、又はこの歩掛に計上されていないものについては、他の類似の歩掛、市場価格等を勘案し、適

正な歩掛を用いて積算することができる。 

２ 外業にかかる調査について、自動車下車地点から調査現場までの徒歩区間が 30 分を超えて１時

間未満の場合は、外業にかかる歩掛を10％（更に30分増すごとに10％）増すことができるものと

する。 

 

４－４ 設計留意書の作成 

予備（概略）設計業務において、その設計を通じて得た着目点、留意点等（コスト縮減の観点から

後段階設計時にいっそうの検討を行うべき事項）後段階の設計時に検討すべき提案をとりまとめたコ

スト縮減設計留意書を作成する場合は、1 業務当たり、主任技師 0.5 人、技師（A）1.0 人を別途計上

すること。 
  ただし、これによりがたい場合は、別途計上するものとする。 
 
４－５ 電子成果品作成費 

電子成果品の作成費用は、次の計算式により算出するものとする。 

ただし、これによりがたい場合は別途計上する。 

  

１ 予備設計又は実施設計 
電子成果品作成費（千円）＝６．９ｘ０．４５ 

ただし、ｘ：直接人件費（千円） 
 

２ その他の設計業務（１以外） 
電子成果品作成費（千円）＝５．１ｘ０．３８ 

ただし、ｘ：直接人件費（千円） 
 

（注）１．上式の電子成果品作成費の算出にあたっては、直接人件費を千円単位（小数点以下切り

捨て）で代入する。 
２．算出された電子成果品作成費（千円）は、千円未満を切り捨てる（小数点以下切り捨て）

ものとする。 
３．電子成果品作成費の上下限については、 

       １．の場合、上限：700 千円、下限 20 千円、 
       ２．の場合、上限：250 千円、下限 20 千円 とする。 

 



Ⅱ 造成・改良

Ⅱ－１ 調査（測量）業務

１．境界等確認調査
１－１．地形測量

簡易トランシット、コンパス等を使用し、山腹の形状、地物等を測定し測量平面図を作成する場合に
適用する。

（１ha当たり）
内外 編成 所要日数 延人員
業別 （人） （日） （人）

測量技師 内 1 0.10 0.10
外

測量技師補 内 1 0.35 0.35
外 1 0.70 0.70

測量助手 内 1 0.35 0.35
外 1 0.70 0.70

測量補助員 内
外 2 0.70 1.40
内 3 0.80
外 4 2.80

7 3.60
＊面積補正は総面積による補正値表①による
＊地況補正は地況による補正値表③による。  
＊機械経費、通信運搬費等、材料費は機械経費等表①による。
＊本歩掛には、関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。

 
 

１－２．区分測量
簡易トランシット、コンパス等を使用し、林相・樹種界区分に適用する。

（１km当たり）
内外 編成 所要 延人員 備 考
業別 人数 日数

測量技師補 内 1 0.56 0.56
外 1 1.19 1.19

測量補助員 内
外 2 1.19 2.38
内 1 0.56
外 3 3.57

4 4.13
＊地況補正は地況による補正値表③による。
＊機械経費、通信運搬費等、材料費は機械経費等表①による。
＊本歩掛には、関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。

２．林況調査
２－１．標準地調査

（１ﾌﾟﾛｯﾄ当たり  20m*25m）

技  師　Ｂ 人
普通作業員 人

＊地況補正は地況による補正値表③による。
＊機械経費、通信運搬費等、材料費は機械経費等表①による。
＊本歩掛には、関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。
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0.25
0.75 労務費

合 計 1.00 人

区 分 数 量 単 位 備 考

合 計

計

区 分

合 計

計

区 分 備 考



２－２．標準地調査
(１ﾌﾟﾛｯﾄ当たり 10ｍ＊10ｍ)

0.05 人
0.15 人 労務費

＊地況補正は地況による補正値表③による。
＊機械経費、通信運搬費等、材料費は機械経費等表①による。
＊本歩掛には、関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。

３．選木
選木を計上する場合は、治山事業設計積算資料（保安林整備事業）による。

４．平面図作成
（１件当たり）

内外
業別

測量技師 内 0.2 人
測量技師補 内 0.4 人

＊等高線の間隔は５ｍを標準とする。
＊面積補正は総面積による補正値表②による
＊機械経費、通信運搬費等、材料費は機械経費等表②による。
＊本歩掛には、関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。

＜機械経費等表①＞
機械経費、通信運搬費等、材料費

費目 備 考
機械経費
通信運搬費等
材料費

＜機械経費等表②＞
機械経費、通信運搬費等、材料費

費目 備 考
機械経費
通信運搬費等
材料費
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直接人件費に対する割合
-
-

1.5%

5.0%

直接人件費に対する割合
1.5%
-

合 計 0.6 人

区 分 数 量 単位 備 考

区　分 数 量 単位 備 考

技  師　Ｂ

合 計 0.20 人

普通作業員



Ⅱ－２　設計等業務

１．設計計画
（１件当たり）

内外
業別
内 0.46 人
内 0.92 人
内 0.81 人

＊面積補正は総面積による補正値表②による

２．協議打合せ
（１回当たり）

内外
業別
内 0.50 人

＊本歩掛には、打合せ議事録の作成時間及び移動時間（片道所要時間１時間程度を含むものとする。）
＊本歩掛には、電話、電子メールによる確認等に要した作業時間を含むものとする。
＊２回を標準とし、必要に応じて打合せ回数を増減する。

３．設計図作成
（１件当たり）

材料 単
計算 位

主任技師 0.44 0.44 人
技師Ａ 0.64 0.64 人
技師Ｂ 0.88 0.99 1.87 人
技師Ｃ 1.55 0.97 2.52 人
技術員 1.55 1.67 3.22 人

計 1.32 4.73 2.64 8.69 人
図工 1.40 1.40 人

計 1.40 1.40 人

＊面積補正は総面積による補正値表②による
＊材料計算は、区域ごとの植栽等数量の集計、面積計算等を行う。
＊照査は、材料計算等の検算を行う。
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10.09 人

労
務
費

合 計 1.32 6.13 2.64

区  分 照査 規格図 計 備 考

直
接
人
件
費

合 計 0.50 人

区 分 数 量 単位 備 考

主任技師

技師Ｃ

2.19 人

区 分

合 計

技師Ｂ
主任技師

数 量 単位 備 考



＜補正値表＞

① 総面積による補正値
２ｈａ ２ｈａ以上 １０ｈａ～ ３０ｈａ
未満 １０ｈａ未満 ３０ｈａ未満 以上

補正値 0

② 総面積による補正値
２ｈａ ２ｈａ以上 　　１０ｈａ以上
未満 １０ｈａ未満
-0.2

③ 地況による補正値

易 　　　　中 　　　　難
-0.2

　難易度判定基準
＊本歩掛には、打合せ議事録の作成時間及び移動時間（片道所要時間１時間程度を含むものとする。）

易：傾斜２５度未満で土質良い。
　　 刈払いを要しない  
中：傾斜２５～３５度未満。
　　 測量調査区域の２０％未満の刈払いを要する。
難：傾斜３５度以上で転石露石等ある。
　　 測量調査区域の２０％以上の刈払いを要する。

④ 地況による補正値

難易度 易 　　　　中 　　　　難
補正値 -0.1

　難易度判定基準

易：灌木や枝葉、転石、伐根等がほとんどなく、作業のための移動や歩行が容易な場合
中：易あるいは難以外の場合  
難：灌木や枝葉、転石、伐根等の障害物により、作業のための移動や歩行に大きな支障がある場合
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0 +0.1

+0.2
難易度
補正値 0

-0.3 -0.4

面　積

補正値 0 +0.2

-0.2

面　積



Ⅲ 管理歩道

Ⅲ－１ 測量業務
１．踏査

    １．踏査予備的調査(全体計画調査含む)で検討した路線を踏査し、概略の路線を選定する。
（１km当たり）

測量主任技師 0.12   人
測 量 技 師 0.24   人
測量技師補 0.12   人

＊地況補正は地況による補正値表③による。

２．平面、縦断測量
（１km当たり）

測量主任技師 0.10 　人
測 量 技 師 0.25 　人
測量技師補 0.12 　人
普通作業員 0.50 　人 労務費

＊地況補正は地況による補正値表③による。
＊機械経費、通信運搬費等、材料費は機械経費等表①による。

３．横断測量
（１km当たり）

測 量 技 師 0.20 　人
測量技師補 0.10 　人
普通作業員 0.40 　人 労務費

＊地況補正は地況による補正値表③による。
＊機械経費、通信運搬費等、材料費は機械経費等表①による。
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計

備 考区　分 数 量 単位

数 量 単位 備 考

計

区　分

単位 備 考区　分 数 量

計



  Ⅲ－２ 設計等業務

１．平面、縦断設計
（１km当たり）

技術員 0.20 　人

２．横断設計
（１km当たり）

技師Ｂ 0.14 　人
技術員 0.58 　人
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計

計

区　分 数 量 単位 備 考

単位 備 考区　分 数 量


